
①世帯主が国民健康保険の被保険者であり、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が
　６５歳から７４歳であること（世帯主が７５歳に到達する年度は除く）
②特別徴収の対象となる年金の年額が１８万円以上であり、保険税と介護保険料を合わ
　せた金額が、特別徴収の対象となる年金額の２分の１を超えないこと 
③世帯主の介護保険料が特別徴収されていること       
                       

①上記の特別徴収の要件を満たさなくなった場合
②保険税が減額した場合
③年金の受給権を担保に借入れをしている場合

２．特別な事情により保険税の納付が困難な方に対する保険税の減免（申請が必要です）

国民健康保険被保険者証・保険税の課税について（国保年金課）
　　　電話番号　０４３９（５６）１１５９・１１７１                 

保険税の納税相談について（納税課）
　　　電話番号　０４３９（５６）１１６２・１１２６

保険税の納付方法について（納税課）
　　　電話番号　０４３９（５６）１１６１・１５０９

１．社会保険等の旧被扶養者に対する減免

【問合せ先】 

令和 5年度　君津市の国民健康保険税

　国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が社会保険等に加入している場合で
も、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合には世帯主が納税義務者になりますので、世
帯主宛てに納税通知書が送付されます。
　国民健康保険税の課税額は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分（４０歳
以上６５歳未満の被保険者のみ。４０歳になった月から月割で計算）を合算した額です。　

　扶養関係にあった社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、
社会保険等の被扶養者（旧被扶養者）が国民健康保険に加入した場合、保険税が減免され
ます。

　火災や天災等の特別な事情により保険税の納付が困難な場合、申請により減免が受けられ
る場合があります。詳細につきましては、国保年金課までお問合せください。

保険税内訳 医療保険分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

㋐所得割額
（所得に応じて計算）

所得割算定基準額（※1）
× 7.3％

所得割算定基準額（※1）
× 1.8％

所得割算定基準額（※1）
× 1.8％

２０，０００円
× 被保険者数

１０，０００円
× 被保険者数

９，９００円
× 被保険者数

２４，０００円

㋐＋㋑＋㋒ ㋐＋㋑ 

６５０，０００円 ２２０，０００円 

㋒平等割額
（一世帯あたりで計算）

算定額
（100円未満切捨て）

課税限度額
（課税される保険税の上限額）

㋑均等割額
（被保険者数に応じて計算）

㋐＋㋑ 

１７０，０００円

※１　所得割算定基準額は、各被保険者ごとに前年中の総所得金額などから基礎控除額（４３万円）を差し引いた
　　　金額です。（前年中の合計所得金額が 2,400 万円超の場合は、基礎控除額が異なります）
※２　未就学児に係る均等割額は、５割軽減されます。

　普通徴収（納付書払いや口座振替）または、特別徴収（年金からの差引）により納付して
いただきます。　※一定の要件を満たした場合、自動的に特別徴収になります。

○ 普通徴収・・・７月から翌年２月までの年８回で納付

○ 特別徴収・・・年金支給日に支給額から差し引く
 （１０月から開始の方は、７～９月分は普通徴収）

4月 5月 6月 1月 2月 3月7月

１期

仮徴収期間 本徴収期間

2期 3期

１期 2期 3期

4期 5期 6期 7期 8期

8月 9月 10月 11月 12月

4月

前年度から
継続の方
１０月から
開始の方

※次の全ての要件を満たした場合、自動的に特別徴収となります。

※次のような場合、年度途中で特別徴収が中止されることがあります。 

5 月 6月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月

※口座振替は、納税通知書裏面に記載のある金融機関等で利用できますので、口座振替
　をご希望の方は、納税課までご連絡ください。申請後、口座振替が開始されるまでに
　２か月程度かかりますので、それまでは納付書で納めてください。保

険
税
の
納
め
方

保
険
税
の
決
ま
り
方

保
険
税
の
減
免

①当分の間、旧被扶養者の所得割額を免除 
②最大２年間、旧被扶養者の均等割額を５割減免
③最大２年間、平等割額を５割減免（国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯に
　限る）

※旧被扶養者とは、次のすべてに該当する方です。 
　①国民健康保険の資格取得日時点で６５歳以上の方
　②国民健康保険の資格取得日の前日に社会保険等の被扶養者だった方
　③国民健康保険の資格取得日の前日に扶養関係にあった社会保険等の被保険者が、
　　その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった方 
                             

１．国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことに伴う保険税の軽減

２．低所得世帯に対する保険税の軽減

３．非自発的失業者に対する保険税の軽減（申請が必要です）

　世帯内の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康
保険の被保険者が１人となった世帯は、対象となってから最長５年間、保険税の平等割額の
半額を軽減、 その後３年間は４分の１の額を軽減します。
　また、下記「２．低所得世帯に対する保険税の軽減」の判定は、特定同一世帯所属者（国
民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方）を含めて算定します。

　世帯内の国民健康保険の被保険者と擬制世帯主（被保険者でない世帯主）の総所得金額な
ど（※１）の合計が次の場合、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
　ただし、所得の申告が必要な方が申告をしていないと、軽減措置の対象になりません。

　非自発的な理由（リストラ・倒産等）で離職した方で、離職時に６４歳までの方が対象です。
　離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間について、対象者
の前年中の給与所得を１００分の３０とみなして保険税額を算定します。

保
険
税
の
軽
減

軽減割合    
    
    

前年中の世帯内総所得金額など（※1）の合計

７割軽減

５割軽減

２割軽減

※１　65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から 15万円を控除した金額で軽減判定をします。
※２　給与所得者または公的年金等に係る所得がある方を指します。
※３　世帯に給与所得者等が２人以上いる場合のみ、10万円に給与所得者等の数から１を差し引いた数を乗じて得た金額を加えます。
※４　擬制世帯主は含みません。特定同一世帯所属者は含みます。

４３万円＋１０万円×（給与所得者等（※２）の数－１）以下（※３）

４３万円＋２９万円×被保険者数（※４）
＋１０万円×（給与所得者等（※２）の数－１）以下（※３）

４３万円＋５３．５万円×被保険者数（※４）
＋１０万円×（給与所得者等（※２）の数－１）以下（※３）

（※2）



円
円
円
円
円
円
円

円
円
円

円
円
円
円

軽減判定総所得
所得割算定基準額
資産割算定基準額
Ａ 所 得 割 額
Ｂ 資 産 割 額
Ｃ 均 等 割 額
Ｄ 平 等 割 額

Ｈ 限度超過額

Ｊ 減 免 額
Ｋ 月割増減額、端数
Ｉ－Ｊ＋Ｋ 確定税額
（離職による減額分）

Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ合計額円

Ｉ＝Ｅ－Ｆ－Ｇ－Ｈ算定額円

額
減
軽 区　　分

Ｆ均等割額
Ｇ平等割額

変更 
理由

国民健康保険税を本書のとおり決定（変更）しましたので通知します。

※確定税額の医療分・支援分・介護分の合計が確定年税額です。

通 知 書 番 号
記 号 番 号
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変 更 前 変 更 後
医 療 分 医 療 分支 援 分 支 援 分介 護 分 介 護 分

同　　左 同　　左
同　　左 同　　左

医療分

医療分

医療分

医療分

医療分

医療分

支援分

支援分

支援分

支援分

支援分

支援分

介護分

介護分

介護分

介護分

介護分

介護分

書

細

明

人

個

被 保 険 者 氏 名 所得割算定基準額 
資産割算定基準額 区　分 所 得 割 額 資 産 割 額 均 等 割 額 小 計

① ② ③ ①＋②＋③
個人別税額 
相 当 額

※個人明細書には平等割額は含まれておりませんので、個人明細書の合計額と世帯の算出額は一致しません。
　また、確定年税額から加入月数あたりの個人の所得割額、資産割額、均等割額を算出している為、端数を調整して算出される場合があります。
※資産割は、平成28年度分まで課税されます。
※平成31年度は、令和元年度に読み替えてください。

（単位：円）
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被 保 険 者 氏 名

医 療 分 ・ 支 援 分 介 護 分

月
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６
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８
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月
２
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２

月
３

月
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※「＊」印は医療分・支援分及び介護分の資格のある月で課税対象となります。　※「Ｒ」印が示されている月は課税の離職（非自発的失業）軽減の対象となります。
※「F」印または「ｆ」印が示されている月は、旧被扶養者減免の対象となります。

期　　別 変 更 前 円 変 更 後 円 納付税額円 差引納付額円

【お問い合わせ先】

月　　別 変 更 前 円 変 更 後 円
４　　月
６　　月
８　　月
10　　月
12　　月
２　　月

収

徴

別

特

 額

税

別

月

特別徴収義務者
特別徴収対象年金
特別徴収対象年金額

等
率
税
険
保 医 療 分 支 援 分 介 護 分

所得割
資産割
均等割
平等割

％
％
円
円

％

円

％

円

君津　太郎

君津　花子

＊＊以下、余白＊＊

令和 5年

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

令和 6年 令和 5年 令和 6年

１期
２期
３期
４期
５期
６期
７期
８期
随時１期
随時２期

厚生労働大臣
老齢基礎年金

納税通知書の見方
（特別徴収の方）

１枚目 2枚目令和 5年度　国民健康保険税　納税通知書
２９９－１１９２　

君津市久保２丁目１３番１号
君津　太郎　　様

君津　太郎
君津　花子

令和 5年　７月１1日

千葉県君津市長 印

（例）世帯主　君津太郎の世帯で
　　 君津太郎〔年齢 ６６歳　公的年金収入 3,030,000 円（年金分雑所得 1,930,000 円） 〕と 
　　 君津花子〔年齢 ６６歳　公的年金収入　 900,000 円（年金分雑所得 　　　　 0 円）１０月から社会保険に加入している〕の場合

所得割算定基準額は、各被保険者ごとに前年中の総所得金額などから基礎控除額（430,000 円）を差し引いた額です。
（前年中の合計所得金額が 2,400 万円超の場合は、基礎控除額が異なります）

軽減判定総所得は、65歳以上の方の公的年金等に係る所得は 150,000 円が控除されます。

君津花子の加入月数は６か月であるため、月割で６か月分が減額されます。

被保険者別の所得割額、均等割額をもとに、保険税の課税対象月数に応じて個人別税額相当額を算定し、表示して
あります。
例えば、君津花子の場合は１０月から社会保険に加入したので、４～９月の６か月分の個人別税額相当額を表示して
あります。

個人別税額相当額には、平等割額は含まれておりませんので、個人別税額相当額の合計額と年税額は一致しません。

特徴開始

※君津太郎と君津花子は６６歳のため、介護納付金分は課税されません。            
　６５歳以上の方は、介護保険課から別途介護保険料についてご案内いたします。                　普通徴収期別税額欄には納期ごとの納付書で納める税額または口座振替される税額、特別徴収月別税額欄には年金

支給月ごとに差し引かれる税額を表示してあります。
　差引納付額がマイナスの場合は、過誤納金が発生しています。還付（充当）通知は、賦課決定から１か月後を目途に
納税課から送付します。詳細につきましては、納税課までお問い合わせください。

市外から転入された場合の保険税額算定方法

納付方法の変更ができます 
　国民健康保険税に滞納が無い場合に限り、納付方法を特別徴収から普通徴収（口座振替のみ）に変更すること
ができます。ご希望の方は、国保年金課までお問い合わせください。
　なお、変更の手続きから特別徴収が停止するまでには、３～５か月ほどかかる場合があります。停止するまで
の期間は特別徴収になりますのでご了承ください。
  

　保険税の算定基礎となる総所得金額などを１月１日現在の住所地の自治体に照会し、保険税を算定します。この
ため、照会先の自治体から回答があるまでの間は、所得不明のまま保険税額を通知する場合があります。
　なお、この回答内容に基づいて保険税額を再算定した結果、税額が増減する場合は改めて通知いたします。

  

国民健康保険被保険者証・保険税の課税について（国保年金課）
　　　電話番号　０４３９（５６）１１５９・１１７１                 

保険税の納税相談について（納税課）
　　　電話番号　０４３９（５６）１１６２・１１２６

保険税の納付方法について（納税課）
　　　電話番号　０４３９（５６）１１６１・１５０９

①当分の間、旧被扶養者の所得割額を免除 
②最大２年間、旧被扶養者の均等割額を５割減免
③最大２年間、平等割額を５割減免（国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯に
　限る）

※旧被扶養者とは、次のすべてに該当する方です。 
　①国民健康保険の資格取得日時点で６５歳以上の方
　②国民健康保険の資格取得日の前日に社会保険等の被扶養者だった方
　③国民健康保険の資格取得日の前日に扶養関係にあった社会保険等の被保険者が、
　　その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった方 
                             


